
【65歳になったときの年金請求
（特別支給の老齢厚生年金を受給されている方）】

　特別支給の老齢厚生年金を受けている人が 65歳になったときは、新た
に本来支給される「老齢基礎年金と老齢厚生年金」を受給するため、あら
ためて年金の請求手続きが必要になります。
　65歳になる誕生月（1日生まれの方は前月）の初めに、日本年金機構
から「年金請求書（はがき形式）」が送られてきますので、誕生月の月末（1
月生まれの方は前月末日）までに返送します。

【年金生活者支援給付金】
　公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の方に対して、
支給されます。
※対象の方には、日本年金機構から請求書が届きます。
　（既に年金生活者支援給付金を受け取っている方は手続き不要です）。

問日本年金機構
厚木年金事務所　☎223-7171

ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
　　　　　　　　受付▶ 月曜日：8時30分～19時

　　　　　　　　火～金曜日：8時30分～17時15分
第2土曜日：9時30分～16時

　　　　　　　

民生委員
内容 高齢者や障がい者、子育て世帯などの生活上の相談や見守りなどを行っています。

問福祉総務課	 ☎ 225-2200

愛の一声ごみ収集事業
内容 地域のもえるごみの収集日に、市職員が対象世帯を訪問し、ごみを回収させていた

だきます。ごみが出ていない時は、声を掛け安否の確認をします。

対象 厚木市内在住の 65 歳以上の高齢者や障がい者のみの世帯で、原則として世帯全員の
方が要介護 2 以上に認定されている世帯を対象とします。

問環境事業課	 ☎ 225-2790

ひとり暮らし老人登録
内容 ひとり暮らし老人の福祉の増進及び向上を図るため、、ひとり暮

らし老人の登録を行ってます。

HP はこちらから
対象 在宅の年齢 65 歳以上の方で、同居人がいない等

問介護福祉課	 ☎ 225-2220

緊急通報システム
内容

ひとり暮らし老人登録者等で常時注意が必要な疾患がある方の
緊急時の対応のため、無線発信機等の緊急通報システム機器を
貸与します。

HP はこちらから
対象 ひとり暮らし老人登録者

問介護福祉課	 ☎ 225-2220
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